
 

 

議案第８２号 

 

   前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例の改正について 

 

  令和６年７月２日提出 

                        前橋市長 小 川   晶   

  

  

   前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

 前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例（昭和３２年前橋市条例第３

４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１前橋市立第二保育所の項を削り、同表前橋市立第三保育所の項を次のよう

に改める。 
                                       

前橋市立六供保育所 前橋市六供町一丁目２４番地１ 

                                   

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第１前橋市立第二保育

所の項を削る改正規定は、市規則で定める日から施行する。 


